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【政策ごとの予算額】

政策名 番号 ㉓

評価方式

会計 組織／勘定

一般会計 水産庁 31,486,122 73,745,627

一般会計 水産庁 ㉒㉔ ＜ 2,654,526 ＞ の内数 ＜ 5,000,000 ＞ の内数

一般会計 水産庁 ㉔ ＜ 35,820,337 ＞ の内数 ＜ 43,311,344 ＞ の内数

食料安定供給特別会計 漁業再保険勘定 1,894,326 1,983,966

4,688,824 4,281,898

食料安定供給特別会計 漁業共済保険勘定 17,361,861 6,099,033

5,433,308 5,270,328

食料安定供給特別会計 業務勘定 327,834 405,989

31,486,122 73,745,627

＜ 38,474,863 ＞ の内数 ＜ 48,311,344 ＞ の内数

29,706,153 18,041,214

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

一般会計 水産庁 17,618,760 18,983,915

食料安定供給特別会計 漁船再保険勘定 476,663 555,576

食料安定供給特別会計 漁業共済保険勘定 115,219 116,540

食料安定供給特別会計 漁業共済保険勘定 1,170,176 2,342,984

17,618,760 18,983,915

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

1,762,058 3,015,100

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

49,104,882 92,729,542

＜ 38,474,863 ＞ の内数 ＜ 48,311,344 ＞ の内数

31,468,211 21,056,314

＜ ＞ の内数 ＜ ＞ の内数

合　計

一般会計

特別会計

政策評価の対象と
なっていないが、
ある政策に属する
と整理できるもの

保険料国庫負担金等食料安定供給特別会計へ繰
入

保険料国庫負担金等の財源の食料安定供給特別会
計漁船再保険勘定等へ繰入れに必要な経費

国債整理基金特別会計へ繰入に必要な経費

一般会計

小　計

漁業協同組合事務費交付金に必要な経費

小　計

一般会計

特別会計

特別会計

事務取扱費業務勘定へ繰入 事務取扱費財源の業務勘定へ繰入れに必要な経費

国債整理基金特別会計へ繰入

政策評価の対象と
なっているもの

水産業振興対策費 水産業振興対策に必要な経費

水産業強化対策費 水産業強化対策に必要な経費

漁船再保険費及交付金 再保険金等の支払に必要な経費

漁船保険組合交付金に必要な経費

予算科目

他に記載のある
個別票の番号

水産基盤整備費 水産基盤整備に必要な経費

事項項
４年度

当初予算額
５年度

概算要求額

政策評価調書（個別票）

水産業の成長産業化の実現

総合･実績･事業 政策目標の達成度合い
今年度はモニタリングのみのため、
５段階達成度合いは記載できない。 （千円）

予算額

漁業共済保険費及交付金 保険金等の支払に必要な経費

事務取扱費業務勘定へ繰入 事務取扱費財源の業務勘定へ繰入れに必要な経費

漁業共済組合連合会交付金に必要な経費

事務取扱費


